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令和８年度常陸太田市原子力災害広域避難訓練運営支援等業務委託の公募に関する公告 

 

公募型プロポーザル方式により実施する令和８年度常陸太田市原子力災害広域避難訓練運

営支援等業務委託について、次のとおり公告する。 

 

令和８年５月１９日 

常陸太田市長　藤田　謙二　　 

 

１．業務に関する事項 

（１）業務委託名 

令和８年度常陸太田市原子力災害広域避難訓練運営支援等業務委託 

（２）業務内容 

別紙「令和８年度常陸太田市原子力災害広域避難訓練運営支援等業務委託仕様書」 

のとおり 

（３）履行期間 

契約締結日の翌日から令和９年１月２９日（金）まで 

（４）担当課 

〒３１３－８６１１　茨城県常陸太田市金井町３６９０番地 

常陸太田市総務部防災対策課 

電話：０２９４－７２－３１１１（内線３５２） 

 

２．参加資格 

　　公募型プロポーザルに参加する資格を有する者は、関係法令及び常陸太田市財務規則（昭

和 62 年規則第 1 号）を遵守し、次に掲げる条件を全て満たすものとする。 

なお、複数の企業による共同参加は認めない。 

（１）本業務の実施について、常陸太田市の要求に応じて速やかに対応できる体制が整って

おり、十分な提案能力及び業務実績を有する者であること。 

（２）常陸太田市物品調達の契約事務に関する規程（平成１４年常陸太田市告示第３８号）

に基づく入札参加資格審査において審査を受け、資格を有する者であること。 

なお、当該資格を有していない場合は、同等の条件であることを確認するため、次の

表の書類を提出すること。 

 

 番号 書　類　名 備　　考

 1 財務諸表（２年度分） ・直前２か年度分を提出すること。 

・両面印刷したものを提出すること。

 2 登記事項証明書の写し ・参加申込日以前３か月以内の証明日のものを提出

すること。 

・複写可。ただし、鮮明なものに限る。 

・両面印刷したものを提出すること。
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（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項または第２項に

規定する者に該当しないこと。 

（４）常陸太田市物品調達等契約に係る指名停止等措置要領（平成１９年常陸太田市告示第

７１－２号）に基づく指名停止措置及び常陸太田市建設工事等請負契約に係る指名停

止等措置要領（平成２年告示第２１号）に基づく指名停止措置を受けている期間中で

ないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の申

立てまたは民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手

続開始の申立てがなされている者（会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て

又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計

画認可の決定または再生計画の認可の決定が確定した者を除く。）でないこと。 

（６）常陸太田市暴力団排除条例（平成２４年条例第２号）に基づく措置要件のいずれかに

該当する者でないこと。 

（７）国税及び地方税の滞納がない者であること。 

（８）過去５年の間に、国又は地方公共団体等が発注する原子力防災訓練企画・運営支援業

務及び訓練の評価業務等を受注した実績があること。 

 

３．プロポーザル審査及び評価 

（１）審査方法及び結果の通知 

令和8 年度常陸太田市原子力災害広域避難訓練運営支援等業務委託公募型プロポーザ

ル審査委員会（以下「審査委員会」という。）において、下記（２）の評価基準に基づ

き、総合的に審査を行う。プロポーザル審査結果については、決定後速やかに通知す

る。 

なお、審査委員会での審査内容は非公開とし、審査結果についての異議申し立ては一

切認めない。 

また、プロポーザル審査当日の詳細については、対象事業者あて別途通知する。 

（２）評価項目 

「令和８年度常陸太田市原子力災害広域避難訓練運営支援等業務委託公募型プロ 

ポーザル実施要領」の別紙「令和８年度常陸太田市原子力災害広域避難訓練運営支 

援等業務委託公募型プロポーザル評価基準表」に定めるとおり 

 

 3 国税（納税証明書の写し） 

国税様式：様式その３の３

（法人）

・本店、支店、営業所等の所在状況に応じ提出する

こと。 

・参加申込日以前３か月以内の証明日のものを提出

すること。 

・複写可。ただし、鮮明なものに限る。

 県税（納税証明書の写し） 

県税様式：様式第４０号の４

（イ）

 市税（滞納がないことの証明

書）
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４．失格事項 

　　次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

　（１）「参加資格」の要件を満たさなくなった場合 

（２）「企画提案書」の提出期限までに提出書類が提出されなかった場合 

（３）提出書類に不足や不備、虚偽の記載があった場合 

（４）提案価格が上限額を超えている場合 

（５）ヒアリング審査に参加しなかった場合 

（６）選定の公平性を害する行為があった場合 

（７）前各号に定めるもののほか、提案にあたり著しく信義に反する行為等、審査委員会委 

員長が失格であると認めた場合 

 

５．手続等に関する事項 

（１）担当課 

常陸太田市総務部防災対策課 

〒３１３－８６１１　茨城県常陸太田市金井町３６９０番地 

電話：０２９４－７２－３１１１（内線３５２） 

ＦＡＸ：０２９４－７２－３００２ 

Ｅメールアドレス：bosai@city.hitachiota.lg.jp 

（２）参加申込書の受付締切日 

ア　提出期限　令和８年５月２９日（金）正午 

イ　提出先　　（１）の担当課に同じ 

ウ　提出方法　持参、郵送または電子メールによる 

（３）企画提案書等の提出締切日 

ア　提出期限　令和８年６月１２日（金）正午 

イ　提出先　　（１）の担当課に同じ 

ウ　提出方法　持参または郵送（データを電子メール（原則５ＭＢ以下。超過する場

合は分割送信可）で提出） 

 

６．その他 

（１）書類等の作成に使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

（２）契約書作成の要否：要 

（３）公募型プロポーザルの参加にかかる全ての経費については、応募者の負担とする。ま

た、提出書類は返却しない。 

（４）公募型プロポーザルの審査の内容に関しては、一切公表しない。 

（５）企画提案書等に虚偽の記載をした場合には、企画提案書等を無効とするとともに、不

利益処分を行うことがある。 

（６）委託金額については、随意契約により決定する。 

（７）当該公告に基づき生じた権利義務は、令和８年度予算の執行が停止された場合には、

その効力を失うものとする。
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